
援助活動実績報告書
書き方 と 注意点

報告書は、兄弟であっても別の用紙に記入。
毎月、月末に締めて、ご提出してください。



✓ 子供1人につき1枚を記入
✓ 兄弟同時預かりで重なった時間の２人目

以降は半額
✓ ２４時間表記
✓ 活動パターンの補足説明を記入
✓ 時間外・日曜・祝日は単価９００円で計算
✓ 「キャンセル」は、キャンセル料が発生し

ない場合も「０円」と記入
（その場合のPt.Noも記入）

協力会員さんがこの報告書を記入します。
会員双方で金額など記載内容を確認し、
お互いの報告書の確認欄に押印かサインをします。

3枚複写になっています



① 活動種類（A～D）と
活動詳細（１～１５）を
活動パターン記入欄に記入する

② 援助活動（Pt番号）に
活動パターン記入欄の
一番左のPt No.を記入する

キャンセルでもPt No.は
記入してください

ここが間違いやすい！

補足説明も記入してね



援助活動の時間と報酬について

報酬単価
（お子さん1人1時間につき）

利用の区分

８００円月～土曜 8時～19時（基本時間）

９００円
8時より前と19時を過ぎた時間
日曜・祝日・年末年始（１２／２９～１／３）

👆 これらを頭に入れて・・・

≪援助報酬の計算方法≫

① 最初の１時間は１時間未満でも「１時間」として計算
② １時間を超えた場合 → ３０分以下は半額

→ ３０分を超えた場合は１時間で計算
③ 基本時間外が含まれる場合は、開始時間が時間内か時間外かで単価が変わる



援助報酬計算
練習問題に挑戦！！①

７月２日（土）18:00～18:20の送迎をした

７月５日（火）17:00～18:30まで預かりをした

７月７日（木）17:00～18:40まで預かりをした

まずは基本から！

A1. ８００円
（活動開始からの1時間は1時間未満でも「1時間として計算」）

A２. １２００円
（1時間を超えた場合の端数は30分以下は半額で計算）
17:00～18:00 800円（1時間）＋ 18:00～18:30 400円（1時間の半額）

A３. １６００円
（1時間を超えた場合の端数は30分を超えた場合は1時間で計算）
17:00～18:00 800円（1時間）＋ 18:00～18:40 800円（1時間で計算）

報酬はいくらか計算してみましょう



援助報酬計算
練習問題に挑戦！！②

７月１日（金）7:40～9:40の預かりをした

７月６日（水）18:30～20:00まで預かりをした

７月３日（日）17:00～18:40まで預かりをした

A1. １７００円
（活動開始時間が時間外なので最初の1時間は900円、次の1時間は800円）
7:40～8:40 900円（時間外） ＋ 8:40～9:40 800円（基本時間）

A２. １２５０円
（活動開始時間が基本時間内なので最初の1時間は800円、次の1時間は時間外で900円）
18:30～19:30 800円（基本時間） ＋ 19:30～20:00 450円（時間外の半額）

A３. １８００円
（日曜日と祝日はすべての時間において時間外で計算 900円×2時間）

報酬はいくらか計算してみましょう

いくらかな？



◎ １回の活動時間は連続する時間です。
同じ日でも朝の送り、夕方の迎えなどはそれぞれが１回の活動となります。

◎ 兄弟姉妹が一緒の活動の場合、活動時間が重なった時間のみ2人目以降が半額となります。

◎ 活動開始時間は協力会員さんが自宅を出た時間からとなります。

◎ 活動終了時刻は依頼会員さんや保育施設などへお子さんを引き渡した時間です。

～ 計算するときの考え方 ～



～ キャンセルの考え方 ～

※ 協力会員さんの都合によるキャンセルの場合はキャンセル料は発生しません。

キャンセル料依頼会員さんの都合によるキャンセル連絡日

無料活動予定日の前日１７：００まで

1回につき 500円活動予定日の前日１７：００を過ぎて活動予定時刻前まで

予定活動時間にかかる
報酬の全額

活動予定時刻以降のキャンセルや無断キャンセル

※ 前日17:00を過ぎても、自然災害・お子さんの体調不良・ご家族の感染症罹患・学級閉鎖
などの理由の場合は活動前のキャンセルに限り、キャンセル料は発生しません。

※ 兄弟姉妹同時の活動で1人キャンセル、1人活動の場合はキャンセル料は発生しません。

※ 朝、夕など同日2回分の依頼をキャンセルの場合、それぞれにキャンセル料が発生します。



「援助活動実績報告書」提出の前にご確認ください。

□ 協力会員さんと依頼会員さんの双方で内容を確認し、
押印またはサインをしましたか？

□ 該当のパターン番号を記入しましたか？

□ キャンセル料が発生しなくても、報告書に記入しましたか？

「援助活動実績報告書」は、翌月5日までに持参または郵送で
センターへ提出してください。

〒１３２－００２１ 江戸川区中央３－４－１８ （江戸川区児童相談所はあとポート内）
江戸川区ファミリー・サポート・センター 宛て


